
精
華
町
秋
の
祭
典
「
せ
い
か
祭
り
２
０
１
２
」
が
11
月
18
日

㈰
、
け
い
は
ん
な
記
念
公
園
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
年
の
来
場

者
は
例
年
よ
り
約
３
０
０
0
人
増
の
約
3
万
３
０
０
０
人
。
芝

生
広
場
で
は
、
商
工
会
に
よ
る
模
擬
店
や
特
産
品
の
販
売
コ
ー

ナ
ー
な
ど
が
軒
を
連
ね
ま
し
た
。
ま
た
、
一
般
公
募
で
集
ま
っ

た
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
や
コ
ー
ラ
ス
グ
ル
ー
プ
、
ダ
ン
ス
チ
ー
ム
な

ど
は
熱
い
ス
テ
ー
ジ
を
披
露
。
観
客
ら
は
、
プ
ロ
顔
負
け
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
見
入
っ
て
い
ま
し
た
。
祖
父
母
と
来
場
し
た

９
歳
の
女
の
子
は
「
ポ
ッ
プ
ダ
ン
ス
を
習
っ
て
い
る
の
で
、
と

て
も
勉
強
に
な
っ
た
」
と
、
満
足
そ
う
に
話
し
て
い
ま
し
た
。

せ
い
か
祭
り
２
０
１
２
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広 告　

区　　　分

12月 １月

26
日
（水）

27
日
（木）

28
日
（金）

29
日
（土）

30
日
（日）

31
日
（月）

１
日

（祝・火）

２
日
（水）

３
日
（木）

４
日
（金）

町役場 ○ ○ ○ × × × × × × ○

町立図書館 ○ ○ × × × × × × × ×

証明書等自動交付機〔町役場・精華町
住民サービスコーナー（桜が丘地区）〕

○ ○ ○ × × × × × × ○

下狛郵便局内の証明発行 ○ ○ ○ × × × × × × ○

精華町交流ホール（町役場２階） ○ ○ ○ × × × × × × ○

かしのき苑 ○ ○ × × × × × × × ×

むくのきセンター ▲ ▲ ▲ × × × × × × ▲

打越台グラウンド・テニスコート・池
谷公園テニスコート

○ ○ × × × × × × × ×

精華西中学校グラウンド・テニスコー
ト・体育館

× × × × × × × × × ×

精華町国保病院 ○ ○ ○ ○ × × × × × ○

し尿くみとり ○ ○ ○ × × × × × × ○

○……平常通り・×……休み・▲……施設点検のため午後５時に閉館
※かしのき苑は12月22日（土）、施設点検のため休館します。
※テニスコート・グラウンドの１月以降ご利用分の申請は、１月４日（金）からです。
※�精華町国保病院について、12月31日（月）は午前９時〜正午、桑原名誉院長による特別診療を行います。このほかの×
の日も、緊急患者の診療は可能です。

（（（（行政サービス　年末年始の休み））））

お願い
　ごみは、お住まいの地区の決められた場所へ出して
ください。ほかの地区のごみ置き場へ出すと、その置
き場の管理者や近隣の方への迷惑になりますので、ご
遠慮ください。
　平日の場合は、上記の日程以外で、直接処理場へ搬
入〔年内最終日は12月28日（金）〕することもできます。
詳しくは、打越台環境センター（4 93－1034）にお問
い合わせください。

※�毎年、年内最終収集日を過ぎてもごみが出されてい
る場合がありますが、収集できませんのでご注意く
ださい。

★左表①〜⑩の区域分けも、「ごみ収集日程表」と同様です。

☆燃やすごみ
区　　　域 年内最終収集日

僧坊・谷・菅井・北ノ堂・馬渕・
中・東・西北・山田・乾谷・柘
榴・東畑・桜が丘

12月29日（土）

菱田・滝ノ鼻・舟・里・旭・北稲
八間・南・中久保田・中（門田付
近）・光台・精華台・祝園西一丁目

12月28日（金）

南稲八妻・植田 12月29日（土）

☆�燃やさないごみ（カン・鉄くず類、びん・ガラス類、ビ
ニール・プラスチックごみ）

区　　　域 年内最終収集日
① 12月17日（月）
② 12月18日（火）
③ 12月20日（木）
④ 12月21日（金）
⑤ 12月24日（休・月）
⑥ 12月25日（火）
⑦ 12月27日（木）
⑧ 12月28日（金）
⑨ 12月26日（水）
⑩ 12月19日（水）

☆プラスチック製容器包装
区　　　域 年内最終収集日
①⑤ 12月24日（休・月）

②⑥ 12月25日（火）

⑨⑩ 12月26日（水）

③⑦ 12月27日（木）

④⑧ 12月28日（金）

今年も残すところあと１カ月を切りました。年末のごみ収集は、出し忘れのないようご
注意ください。
※３月に配布した「平成24年度ごみ収集日程表」からの変更はありません。

①�滝ノ鼻・舟（農免道路から東側）・中久保田地区
②�北ノ堂・馬渕・中（門田付近を除く）・東・西北地区
（農免道路から東側）
③�菱田（府道から東側）・里・僧坊（府道から東側）・舟
地区（農免道路から西側）
④�菱田（府道から西側）・僧坊（府道から西側）・谷・北
稲八間（府道から西側）・旭地区
⑤�南（府道から東側）・菅井・北稲八間（府道から東
側）・西北（農免道路から西側）・中地区（門田付近）
⑥�南（府道から西側）・南稲八妻・植田地区、祝園西一
丁目
⑦乾谷・柘榴・東畑地区
⑧山田・桜が丘地区
⑨光台地区
⑩精華台地区

年末のごみ収集
出し忘れに注意して出し忘れに注意して出し忘れに注意して

ています。精華町まちをきれいにする条例では「ふん放置・ポイ捨て・落書き」を禁止しています。精華町まちをきれいにする条例

犬猫の引取、25日最終
　今年最終の京都府山城南保健所（木津川市木津上戸18
番地１）での犬・猫の引き取りは、12月25日（火）です。
来年は１月８日（火）が最初です。

　通常は毎週火曜日、午前９時〜 10時30分に行ってい
ます。引き取り料は１匹2000円です。生後90日以内の
犬・猫は、各10匹以内で2000円になります。

○問い合わせ
　京都府山城南保健所 環境衛生室 衛生担当
　（472－4302）

○問い合わせ
　環境推進室 環境係（495－1925）
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住
宅
改
修
を
行
っ
た
場
合
、
条
件
に
よ
り
、

固
定
資
産
税
の
一
部
が
減
額
さ
れ
ま
す
。
省
エ

ネ
改
修
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に
対
す
る
減
額

制
度
は
、
平
成
25
年
３
月
ま
で
期
間
延
長
さ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
場
合
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

耐
震
改
修
住
宅

　
次
の
条
件
を
満
た
す
住
宅
に
対
し
、
１
２
０

平
方
メ
ー
ト
ル
分
を
上
限
と
し
て
固
定
資
産
税

の
２
分
の
１
を
減
額
し
ま
す
。
た
だ
し
、
都
市

計
画
税
の
減
額
措
置
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
減
額
を
受
け
ら
れ
る
条
件

　
・�

昭
和
57
年
１
月
１
日
以
前
に
建
て
ら
れ
た

住
宅
で
あ
る
こ
と

　
・�

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
現
行
の
耐
震
基
準

を
満
た
す
耐
震
改
修
で
あ
る
こ
と

　
・�

耐
震
改
修
の
費
用
が
１
戸
あ
た
り
30
万
円

以
上
で
あ
る
こ
と

　
・�

改
修
工
事
完
了
後
３
カ
月
以
内
に
減
額
の

申
告
を
す
る
こ
と

▼
改
修
時
期
と
軽
減
期
間

　
・�

平
成
22
年
１
月
１
日
～
24
年
12
月
31
日
の

改
修
／
２
年
度
分

　
・�

平
成
25
年
１
月
１
日
～
27
年
12
月
31
日
ま

で
の
改
修
／
１
年
度
分

省
エ
ネ
改
修
住
宅

　
次
の
条
件
を
満
た
す
住
宅
に
対
し
、
翌
年
度

分
に
限
り
固
定
資
産
税
の
３
分
の
１
を
減
額
し

ま
す
。
上
限
は
１
２
０
平
方
メ
ー
ト
ル
分
で

す
。
た
だ
し
、
都
市
計
画
税
の
減
額
措
置
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
お
、
新
築
住
宅
や
耐
震
改
修
の

特
例
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
年
度
に
は
、
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
減
額
を
受
け
ら
れ
る
条
件

　
・�

平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
に
省
エ
ネ
改
修

工
事
を
行
っ
た
住
宅

　
・�

平
成
20
年
１
月
１
日
以
前
か
ら
存
在
す
る

住
宅
（
賃
貸
住
宅
を
除
く
）

　
・�

次
に
挙
げ
る
省
エ
ネ
改
修
工
事
で
、
そ
の

改
修
工
事
の
費
用
が
30
万
円
以
上
の
も
の

　
　
①
窓
の
断
熱
改
修
工
事

　
　
②
床
の
断
熱
改
修
工
事

　
　
③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事

　
　
④
壁
の
断
熱
改
修
工
事　

　
　
※�

い
ず
れ
の
工
事
も
①
を
含
む
工
事
を
行

う
こ
と
。
ま
た
、
①
～
④
の
改
修
工
事

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
位
が
現
行
の

省
エ
ネ
基
準
に
新
た
に
適
合
す
る
こ
と

に
な
る
こ
と
。

　
・�

改
修
工
事
完
了
後
３
カ
月
以
内
に
減
額
の

申
告
を
す
る
こ
と

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
住
宅

　
次
の
条
件
を
満
た
す
住
宅
に
対
し
、
翌
年
度

分
に
限
り
固
定
資
産
税
の
３
分
の
１
を
減
額
し

ま
す
。
上
限
は
１
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
分
で

す
。
た
だ
し
、
都
市
計
画
税
の
減
額
措
置
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
お
、
新
築
住
宅
や
耐
震
改
修
の

特
例
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
年
度
に
は
、
適
用

さ
れ
ま
せ
ん
。

▼
減
額
を
受
け
ら
れ
る
条
件

　
・�

平
成
25
年
３
月
31
日
ま
で
に
バ
リ
ア
フ

リ
ー
改
修
工
事
を
行
っ
た
住
宅

　
・�

平
成
19
年
１
月
１
日
以
前
か
ら
存
在
す
る

住
宅
で
あ
る
こ
と
（
賃
貸
住
宅
を
除
く
）

　
・�

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
が
居
住
し

て
い
る
こ
と

　
　

�

65
歳
以
上
の
方
・
介
護
保
険
法
の
要
介
護

ま
た
は
要
支
援
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
・
障
害
者
の
方

　
・�

次
の
改
修
工
事
で
補
助
金
な
ど
を
除
く
自

己
負
担
金
が
30
万
円
以
上
の
も
の

　
　

�

廊
下
の
拡
幅
・
階
段
の
こ
う
配
緩
和
・
浴

室
の
改
良
・
便
所
の
改
良
・
手
す
り
の
取

り
付
け
・
床
の
段
差
の
解
消
・
引
き
戸
へ

の
取
り
替
え
・
床
表
面
の
滑
り
止
め
化

　
・�

改
修
工
事
完
了
後
３
カ
月
以
内
に
減
額
の

申
告
を
す
る
こ
と

○
問
い
合
わ
せ

　
税
務
課
固
定
資
産
税
係

　
（
4
９
５

−

１
９
１
６
）

　
家
屋
の
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
現

在
で
現
存
す
る
も
の
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
取
り
壊
し
た
建
物
は
、
翌
年
度
か
ら
固
定
資

産
税
が
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
家
屋
を
取
り

壊
し
た
り
年
内
に
取
り
壊
す
予
定
の
あ
る
方

は
、
左
記
の
と
こ
ろ
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

登
記
し
て
い
る
家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
で
、

管
轄
の
法
務
局
で
滅
失
登
記
の
手
続
き
を
し
た

方
は
、
申
し
出
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
問
い
合
わ
せ

　
税
務
課
固
定
資
産
税
係

　
（
4
９
５

−

１
９
１
６
）

耐
震
改
修
な
ど
で
一
部
減
額
家
屋
解
体
し
た
ら
連
絡
を

固
定
資
産
税

自衛官を募集
　自衛隊では１月７日（月）まで、陸上自衛隊高等工科学校生
徒（一般）を募集しています。受験資格者は平成８年４月２日
～ 10年４月１日に生まれた男子の中学校卒業者、または中
等教育学校の前期課程修了者です。来年３月に中学校卒業ま
たは中等教育学校の前期課程修了見込みの者を含みます。
　１次試験は１月19日（土）、２次試験は２月２日（土）～５
日（火）のうち指定される１日です。

○資料請求・問い合わせ
　自衛隊京都地方協力本部（4 075−211−3471)
　http://www.mod.go.jp/pco/kyoto/
　〔このほか同本部 宇治地域事務所（4 44−7139）など〕

　
平
成
24
年
秋
の
叙
勲
と
第
19
回
危
険
業
務
従

事
者
叙
勲
の
受
章
者
が
こ
の
ほ
ど
発
表
さ
れ
、

町
で
は
４
人
が
受
章
さ
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と

う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
受
章
者
は
次
の
通
り
で
す
。

▼
平
成
24
年
秋
の
叙
勲
／
瑞
宝
小
綬
章

　

�

古
川

さ
ん
（
西
北
地
区
・
教
育
研
究
功

労
）

　

平
成
25
年
精
華
町
成
人
式
を
１
月
14
日

（
祝
・
月
）、
け
い
は
ん
な
プ
ラ
ザ
・
メ
イ
ン

ホ
ー
ル
で
開
催
し
ま
す
。
時
間
は
午
後
１
時
30

分
～
３
時
45
分
、
受
け
付
け
は
午
後
１
時
か
ら

行
い
ま
す
。

　
今
回
の
対
象
者
は
、
平
成
４
年
４
月
２
日
～

５
年
４
月
１
日
に
生
ま
れ
た
方
で
す
。
対
象
者

に
は
案
内
状
（
入
場
券
）
を
郵
送
し
て
い
ま

す
。
町
外
に
転
出
し
た
方
や
12
月
１
日
以
降
に

転
入
し
た
方
で
出
席
を
希
望
す
る
方
は
、
12
月

20
日
㈭
ま
で
に
左
記
の
と
こ
ろ
に
連
絡
し
て
く

だ
さ
い
。
万
一
、
対
象
者
で
案
内
状
が
届
か
な

か
っ
た
場
合
も
会
場
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ

　
生
涯
学
習
課
社
会
教
育
係

　
（
4
９
５

−

１
９
０
７
）

　
町
農
業
委
員
会
事
務
局
で
は
、
同
委
員
の
選

挙
人
名
簿
に
登
録
す
る
た
め
の
申
請
書
を
12
月

中
ご
ろ
、
各
農
家
に
配
布
し
ま
す
。
左
記
の
要

件
に
該
当
す
る
方
で
届
か
な
い
場
合
は
、
同
事

務
局
へ
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
同
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
と
、
農
業
委
員
会
委

員
選
挙
で
の
投
票
や
同
委
員
の
リ
コ
ー
ル
が
で

き
ま
す
。
登
録
は
本
人
の
申
請
が
必
要
で
す
。

▼
要
件

　

�

精
華
町
農
業
委
員
会
の
区
域
内
に
住
所
を
有

し
、
平
成
５
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

　
・�

10
ア
ー
ル
以
上
の
農
地
で
耕
作
を
営
ん
で

古川 さん

元村明雄さん

清水直紀さん

島中秀之さん

秋の叙勲
瑞宝小綬章

危険業務従事者叙勲
瑞宝双光章

危険業務従事者叙勲
瑞宝双光章

危険業務従事者叙勲
瑞宝単光章

▼�

第
19
回
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲
／
瑞
宝
双
光

章
　
清
水
直
紀
さ
ん
（
柘
榴
地
区
・
防
衛
功
労
）

　

�

元
村
明
雄
さ
ん
（
精
華
台
三
丁
目
・
警
察
功

労
）

▼
同
／
瑞
宝
単
光
章

　
�

島
中
秀
之
さ
ん
（
南
稲
八
妻
地
区
・
消
防
功

労
・
元
精
華
町
消
防
司
令
長
）

長
年
の
功
績
た
た
え
る

栄
え
あ
る
受
章

1/14 成人式､挙行。

農業委員
選挙人名簿

登
録
申
請

お
忘
れ
な
く

い
る
方

　
・�

右
記
の
方
の
同
居
親
族
ま
た
は
配
偶
者

で
、
年
間
お
お
む
ね
60
日
以
上
耕
作
に
従

事
し
て
い
る
方

▼
申
請
方
法

　

�

申
請
書
に
来
年
１
月
１
日
現
在
の
状
況
を
記

入
し
直
接
、
同
事
務
局
へ
。

▼
申
請
期
間

　
１
月
10
日
㈭
ま
で

○
問
い
合
わ
せ

　
◆
精
華
町
農
業
委
員
会
事
務
局

　
　
（
4
９
５

−
１
９
０
３
）

　
　
（
6
９
５

−
３
９
７
３
）

　
◆
精
華
町
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
総
務

　
　
課
内
）

　
　
（
4
９
５

−

１
９
１
０
）
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国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
加
入
者
に
つ
い

て
、
医
療
費
の
自
己
負
担
分
が
同
じ
月
の
な
か

で
限
度
額
＝
表
＝
を
超
え
た
と
き
、
そ
の
超
過
分

を
支
給
し
ま
す
。
支
給
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。

　
償
却
資
産
は
、
毎
年
１
月
１
日
時
点
で
の
所

有
状
況
を
申
告
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
申
告

内
容
は
、
資
産
の
種
類
や
取
得
価
格
、
取
得
時

期
、
耐
用
年
数
な
ど
で
す
。
対
象
者
は
、
会
社

や
個
人
で
工
場
や
商
店
、
飲
食
店
な
ど
の
事
業

を
行
っ
て
い
る
方
で
す
。
償
却
資
産
は
固
定
資

産
税
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
償
却
資
産
と
は
、
事
業
に
使
用
す
る
構
築
物

や
機
械
、
装
置
、
船
舶
、
航
空
機
、
車
両
、
運

搬
具
、
工
具
、
器
具
、
備
品
な
ど
を
い
い
ま

す
。
ほ
か
の
方
に
貸
し
付
け
て
い
る
も
の
も
含

み
ま
す
。
た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
資
産
は
申
告

が
不
要
で
す
。

・�

耐
用
年
数
が
１
年
未
満
、
ま
た
は
取
得
価
格

が
10
万
円
未
満
の
償
却
資
産
で
、
一
時
に
損

金
（
必
要
な
経
費
）
に
算
入
さ
れ
た
も
の

・�

取
得
価
格
が
20
万
円
未
満
の
償
却
資
産
で
、

一
括
し
て
３
年
間
で
損
金
（
必
要
な
経
費
）

▼
申
請
場
所

　
町
役
場
２
階
・
国
保
医
療
課

▼
申
請
に
必
要
な
も
の

　

�

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
・
領
収
証
・
印

鑑
（
朱
肉
で
押
す
も
の
）・
世
帯
主
名
義
の

口
座
番
号
の
分
か
る
も
の
（
口
座
振
り
込
み

を
希
望
の
場
合)

▼
そ
の
ほ
か

　

�

上
表
で
70
歳
未
満
の
方
と
、
70
歳
以
上
75
歳

未
満
の
低
所
得
者
Ⅱ
・
低
所
得
Ⅰ
に
該
当
す

る
方
の
医
療
費
が
高
額
に
な
り
そ
う
な
場
合

は
、
事
前
に
申
請
す
る
と
「
限
度
額
認
定
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
を
交
付
し
ま

す
【
注
】。
同
認
定
証
を
医
療
機
関
の
窓
口

に
提
示
す
る
と
、
窓
口
で
の
支
払
い
が
限
度

額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

高
額
療
養
費
に
関
す
る
Ｑ
＆
Ａ

〈
Ｑ
１
〉

　

�

入
院
時
の
差
額
ベ
ッ
ド
代
や
、
イ
ン
プ
ラ
ン

ト
治
療
な
ど
保
険
適
用
外
の
診
療
も
対
象
に

な
り
ま
す
か
？

　

�

Ａ�

．
高
額
療
養
費
の
対
象
に
な
る
の
は
、
保

険
適
用
の
治
療
だ
け
で
す
。
入
院
時
の
差

額
ベ
ッ
ド
代
や
食
事
代
、
イ
ン
プ
ラ
ン
ト

や
高
度
先
進
医
療
の
自
己
負
担
部
分
な
ど

は
、
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

〈
Ｑ
２
〉

　

�

高
額
療
養
費
の
申
請
を
し
て
か
ら
支
給
ま
で

に
ど
れ
ぐ
ら
い
か
か
り
ま
す
か
？

　

�

Ａ�

．
医
療
機
関
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
診
療
報

酬
明
細
（
レ
セ
プ
ト
）
が
通
常
の
場
合
、

診
療
月
の
２
カ
月
後
に
送
ら
れ
て
く
る
た

め
、
支
給
に
は
数
カ
月
か
か
り
ま
す
。

〈
Ｑ
３
〉

　

�

高
額
療
養
費
の
申
請
期
間
は
い
つ
ま
で
に
な

り
ま
す
か
？

　

�

Ａ�

．
診
療
を
受
け
た
月
の
翌
月
１
日
か
ら
２

年
間
と
な
り
ま
す
。

〈
Ｑ
４
〉

　

�

領
収
書
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
高
額

療
養
費
の
申
請
は
で
き
な
い
の
で
す
か
？

　

�

Ａ�

．
国
民
健
康
保
険
で
の
高
額
療
養
費
の
申

請
は
、
領
収
書
が
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
医
療
機
関
で
領
収
証
明
書
を
発

行
し
て
も
ら
え
る
場
合
は
、
領
収
書
の
代

わ
り
と
し
て
申
請
で
き
ま
す
。

〈
Ｑ
５
〉

　

�

毎
月
の
外
来
診
療
に
よ
る
自
己
負
担
額
が
高

額
に
な
り
ま
す
。
外
来
に
は
限
度
額
認
定
証

は
使
え
な
い
の
で
す
か
？

　

�

Ａ�

．
今
年
４
月
か
ら
、
外
来
で
も
限
度
額
認

定
証
が
使
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

〈
Ｑ
６
〉

　

�

同
一
世
帯
に
、
職
場
の
健
康
保
険
組
合
に
加

入
し
て
い
る
者
と
精
華
町
の
国
保
に
加
入
し

て
い
る
者
が
い
ま
す
が
、
両
方
の
医
療
費
を

合
算
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

　

�

Ａ�

．
で
き
ま
せ
ん
。
合
算
が
可
能
な
の
は
同

じ
健
康
保
険
制
度
の
場
合
だ
け
で
す
。
こ

の
ほ
か
、
高
額
の
医
療
費
が
か
か
り
そ
う

な
場
合
は
左
記
の
と
こ
ろ
へ
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

【
注
】
限
度
額
認
定
証
な
ど
の
交
付
は
、
国
民
健
康
保

険
税
に
未
納
が
な
い
こ
と
が
条
件
に
な
り
ま
す
。

○
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　
国
保
医
療
課
国
保
係

　
（
4
９
５

−

１
９
２
９
）

▶70歳以上75歳未満の自己負担限度額（月額）

▶70歳未満の自己負担限度額（月額）

【注３】現役並み所得者：住民税課税所得が145万円以上
【注４】同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で低所得Ⅰ以外の方
【注５】同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が

必要経費・控除（年金の所得は控除額を80万円）を差し引いたときに０円と
なる方

【注１】過去12カ月間に、１つの世帯で支給が４回以上あった場合の、４回目以降
の限度額

【注２】上位所得者：基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯

３回目まで
８万100円＋（医療費－26万7000円）×１％
15万円＋（医療費－50万円）×１％
３万5400円

４回目以降【注１】
４万4400円
８万3400円
２万4600円

一　般
上位所得者【注２】
住民税非課税世帯

外来（個人単位）
１万2000円

４万4400円

　　8000円
　　8000円

外来＋入院（世帯単位）
４万4400円
８万100円＋（医療費－26万7000円）×１％
（４回目以降は４万4400円）
２万4600円
１万5000円

一般
現役並み所得者
【注３】
低所得者Ⅱ【注４】
低所得者Ⅰ【注５】

に
算
入
さ
れ
た
も
の

・�

自
動
車
や
原
動
機
付
自
転
車
の
よ
う
な
自
動

車
税
、
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
と
な
る
も

の
※�
賃
貸
の
建
物
を
自
費
で
施
工
し
た
内
装
工
事

や
、
電
気
、
ガ
ス
、
そ
の
ほ
か
の
設
備
な
ど

は
、
テ
ナ
ン
ト
の
方
が
償
却
資
産
と
し
て
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
申
告
期
間

　
１
月
31
日
㈭
ま
で

▼
申
告
方
法

　

�

所
定
の
申
告
書
と
種
類
別
明
細
書
【
注
１
】

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
郵
送
【
注
２
】
で

左
記
の
と
こ
ろ
へ
。

【
注
１
】
本
年
度
に
申
告
し
た
方
な
ど
に
は
、
12
月
中

旬
ご
ろ
に
関
係
書
類
の
発
送
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
新

た
に
申
告
書
類
が
必
要
な
方
は
、
左
記
に
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

【
注
２
】
控
え
分
に
町
役
場
の
受
付
印
が
必
要
な
場
合

は
、
返
信
用
封
筒
に
切
手
の
貼
っ
た
も
の
を
同
封
し
て

く
だ
さ
い
。

○
申
告
・
問
い
合
わ
せ

　
〒
６
１
９

−

０
２
８
５
（
個
別
番
号
）

　
精
華
町
役
場
税
務
課
固
定
資
産
税
係

　
（
4
９
５

−

１
９
１
６)

　
学
校
や
保
育
所
な
ど
で
の

け
が
や
病
気
で
、
医
療
機
関

や
薬
局
で
治
療
や
調
剤
を
受

け
た
場
合
の
医
療
費
は
、
日

本
ス
ポ
ー
ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

（N
A
A
SH

）
の
災
害
共
済

給
付
制
度
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

町
の
医
療
費
助
成
制
度

（
子
育
て
支
援
医
療
費
助
成

制
度
・
母
子
父
子
家
庭
等
医

療
費
助
成
制
度
・
障
害
者
医

療
費
助
成
制
度
）
の
対
象
に

は
な
り
ま
せ
ん
【
注
】。

　
京
都
府
内
の
医
療
機
関
な

ど
で
受
診
す
る
際
は
、
医
療

費
助
成
の
受
給
者
証
は
使
わ

ず
に
、
い
っ
た
ん
保
険
診
療

の
一
部
負
担
金
で
あ
る
３
割

（
就
学
前
の
乳
幼
児
は
２

割
）
相
当
額
を
お
支
払
い
く

だ
さ
い
。
災
害
共
済
給
付
の

申
請
用
紙
は
、
町
内
小
中
学

校
・
保
育
所
に
置
い
て
い
ま

す
。

【
注
】
た
だ
し
、
治
療
が
完
了

す
る
ま
で
の
医
療
費
総
額
（
健
康
保
険
で
の
10
割
分
）

が
５
０
０
０
円
（
自
己
負
担
割
合
が
３
割
の
場
合
は

１
５
０
０
円
）
に
達
し
な
い
場
合
は
、
町
役
場
国
保
医

療
課
（
２
階
）
で
、
町
の
医
療
費
助
成
を
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ

　
国
保
医
療
課
医
療
係

　
（
4
９
５

−

１
９
２
９
）

① ②
①②共通

　３歳から小学校卒業までの方が外来医療費の助成を受ける
には、現在お持ちの白色の受給者証とは別の受給者証を受け
るための申請が必要です。申請した方には12月中旬、さく
ら色の受給者証（１月から使用可能）を郵送します。白色の受
給者証は、これからも入院医療費の助成に利用できます。

　町では、65歳以上70歳未満の方に、医療費（保険適用分）
の一部を助成しています【注１】。
　助成は申請が必要です。申請が認定された方には12月中
旬、黄色の受給者証（１月から使用可能）を郵送します。

　上記の対象者にはご案内を郵送しています。申請は、受給者証交付申請書・対象者の保険証・印鑑をお持ちください
【注２】。申請期間は12月６日（木）～12日（水）の平日【注３】で、手続きは代理の方の来庁や郵送でも可能です。
【注１】60歳未満の方と同居する所得税課税世帯や、一定所得を超える世帯などは該当しません。【注２】①で本人・世帯で平成24年１
月2日以降、精華町に転入した方がいる場合は、その方の23年中の所得額と控除額を証明する書類（住民税課税対象所得額が表示されてい
るもの）も必要です。【注３】申請が遅れると受給者証の使用開始日も遅れる場合があります。

○問い合わせ　国保医療課 医療係（4 95－1929）

老人医療費助成
昭23年１月生の方へ

町子育て支援医療費助成
平21年12月２日～22年１月１日生の子を持つ保護者の方へ

事業者の皆さんへ

高
額
の
医
療
費
が
か
か
っ
た
ら

償
却
資
産
の
申
告
、

お
忘
れ
な
く

学校 ･保育所での
けがの医療費

ご存じですか　災害共済給付制度
学校 ･保育所でのケガ

●？

●国保


